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を委任する規程○国税局長等に任命権等の一部
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（目的）

第1条この訓令は、国家公務員法第55条第2項の規定に基づく任命権の委任及びその他

人事上の権限の委任に関する範囲等を定め、権限の明確化を図ることを目的とする。

（用語の定義……指定官職）

第2条この訓令において、指定官職とは、次のとおりとする。

一国税局については､局長、部長、情報システム監理官、次長、酒類監理官、国際監

理官、鑑定官室長、鑑定指導室長、主任鑑定官、課長、人事調査官、統括国税管理官、

情報処理管理官、国税広報広聴室長、税理士監理官、営繕監理官、税務相談室長、税
務相談室副室長、総括税務相談官、主任税務相談官、税務相談官(指定官職の経歴を

有する者又は国税庁長官が特に指定する者をもって充てるものに限る｡)、業務センタ

ー室長、国税訟務官室長、主任国税訟務官、国税訟務官、審理官、資産評価官、企画

調整官、統括国税実査官、酒類業調整官、源泉所得税事務集中処理センター室長、特

別国税徴収官、特別機動国税徴収官、統括国税徴収官、納税管理官、集中電話催告セ

ンター室長、主任国際調査審理官、主任国際税務専門官、主任国際情報審理官、特別

国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、主任査察審理官、主任査察情報技術
専門官、特別国税査察官、統括国税査察官及び査察情報技術解析室長

二沖縄国税事務所については、所長、次長、主任鑑定官、課長、国税広報広聴官、総

括税務相談官、主任税務相談官、税務相談官（指定官職の経歴を有する者又は国税庁

長官が特に指定する者をもって充てるものに限る｡)、統括国税管理官、業務センター

室長、国税訟務官、酒類業調整官、集中電話催告センター室長、統括国税徴収官及び

企画調整官

三税務署についてiま､署長､副署長､特別国税徴収官､特別国税調査官及び酒類指導
官（ただし、特別国税徴収官、特別国税調査官及び酒類指導官については、指定官職
の経歴を有する者又は国税庁長官が特に指定する者をもって充てるものに限る｡）

四国税不服審判所については、所長、次長、部長審判官、国税審判官､国税副審判官、

管理室長及び行政救済分析官

五国税不H賭判所支部については、 （東京）国税不服審判所長、国税不服審判所沖縄事

務所長、次席国税審判官、部長審判官、国税審判官、国税副審判官及び課長

六税務大学校については、校長、副校長､､教頭、部長、課長、総務主事、学務主事、

主任教授、教授、国際支援室長、企画専門官（指定官職の経歴を有する者又は国税庁

長官が特に指定する者をもって充てるものに限る｡）及び税務情報センター所長

七税務大学校地方研修所については、所長、主幹、幹事、総括教育官、主任教育官及

び学務主事並びに指定官職の経歴を有する者をもって充てる教育官

2 指定官職にある職員を指定官職以外の暫定的官職に任免する場合、その暫定的官職に

ついては、指定官職とみなす。

（用語の定義……一般官職）

第3条この訓令において、一般官職とは次のとおりとする。

国税局、沖縄国税事務所、国税不服審判所、国税不服審判所支部、税務署、税務大学
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校及び税務大学校地方研修所に属する官職のうち、指定官職を除く官職並びに国税庁本
庁に属する官職のうち、国税局に派遣される国税庁長官官房の監督評価官室総務係員及
び監察官総務係員の占める官職

（国税局長への委任事項）

第4条国税局長に次の事項を委任する。

一国税庁本庁、国税局及び税務署における一般官職(以下「局署の一般官職」という｡）
に対する任命権に関すること。

二局署の一般官職にある職員の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95

号、以下「給与法」 という｡）の規定に基づく職務の級、号俸及び俸給月額の決定に関

すること。

三国税局、税務署の指定官職及び局署の一般官職にある職員並びに国税局に派遣され
る監督評価官、国税庁監察官、監督評価官補及び国税庁監察官補の給与法の規定に基

づく給与（以下「給与」という｡）並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和

24年法律200号）の規定に基づく寒冷地手当（以下「寒冷地手当」という｡）の支給に
関すること。ただし、国税局に派遣される監督評価官、国税庁監察官､監督評価官補、
国税庁監察官補、監督評価官室総務係及び監察官総務係に属する職員に対する超過勤

務及び休日勤務の命令に関しては、別に定めるところによるものとする。
四局署の一般官職にある職員の国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）の規

定に基づく退職手当（以下「退職手当」 という｡）の支給及び国税局、税務署の指定官

職にある職員並びに国税局に派遣される監督評価官、国税庁監察官、監督評価官補及
び国税庁監察官補の死亡の際における退職手当の支給に関すること。

五局署の一般官職にある職員に対する国家公務員法第103条((私企業からの隔離))第2

項の規定に基づく営利企業（役員である地位を除く｡）の兼業の承認及び同法第104条
（(他の事業又は事務の関与制限))の規定に基づく許可に関すること。ただし、行政職

〈一)8級以上又は税務職8級以上の職員に対するものを除く。

六局署の一般官職にある職員に対する消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関
する法律第10条第1項（公務員の消防団員との兼職に関する特例）の規定に基づく兼

職の認め及び消防団員との兼職に係る職務専念義務免除の承認に関すること。

（沖縄国税事務所長への委任事項）

第5条沖縄国税事務所長に次の事項を委任する。

一沖縄国税事務所、税務署及び税務大学校沖縄研修支所（以下「国税事務所等」とい

う｡）における一般官職に対する任命権に関すること。

二国税事務所等の一般官職にある職員の給与法の規定に基づく職務の級、号俸及び俸

給月額の決定に関すること。

三国税事務所等の指定官職及び一般官職にある職員並びに沖縄国税事務所に派遣され

る監督評価官、国税庁監察官及び監督評価官補の給与の支給に関すること。ただし、

沖縄国税事務所に派遣される監督評価官、国税庁監察官及び監督評価官補に対する超
過勤務及び休日勤務の命令に関しては、別に定めるところによるものとする。

四国税事務所等の一般官職にある職員の退職手当の支給及び国税事務所等の指定官職・

にある職員並びに沖縄国税事務所に派遣される監督評価官、国税庁監察官及び監督評
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価官補の死亡の際における退職手当の支給に関すること。

五国税事務所等の一般官職こある職員に対する国家公務員法第103条((私企業からの

隔離))第2項の規定に基づく営利企業（役員である地位を除く｡）の兼業の承認及び同

法第104条((他の事業又は事務の関与制限))の規定に基づく許可に関すること。ただ

し、行政職H8級以上又は税務職8級以上の職員に対するものを除く。

六国税事務所等の一般官職にある職員に対する消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律第10条第1項（公務員の消防団員との兼職に関する特例）の規定に

基づく兼職の認め及び消防団員との兼職に係る職務専念義務免除の承認に関すること。
I

１
１

（国税不服審判所長への委任事項）

第6条国税不服審判所長に次の事項を委任する。

一国税不服審判所の一般官職に対する任命権に関すること。

二国税不服審判所の一般官職にある職員の給与法の規定に基づく職務の級、号俸及び

俸給月額の決定に関すること。

三国税不H賭判所の指定官職及び国税不服審判所の一般官職にある職員の給与及び寒

冷地手当の支給に関すること。

四国税不服審判所の一般官職にある職員の退職手当の支給及び国税不服審判所の指定

官職にある職員の死亡の際における退職手当の支給に関すること。

五国税不服審判所及び国税不服審判所支部の一般官職にある職員に対する国家公務員

法第103条((私企業からの隔離))第2項の規定に基づく営利企業（役員である地位を

除く｡）の兼業の承認及び同法第104条((他の事業又は事務の関与制限))の規定に基づ

く許可に関すること。ただし、行政職H8級以上又は税務職8級以上の職員に対するも

のを除く。

六国税審判所及び国税不服審判所支部の一般官職にある職員に対する消防団を中核と

した地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項（公務員の消防団員との兼職に

関する特例）の規定に基づく兼職の認め及び消防団員との兼職に係る職務専念義務免

除の承認に関すること。

（国税不服審判所支部の長への委任事項）

第7条 （東京）国税不服審判所長及び国税不服審判所沖縄事務所長に次の事項を委任す

る。

一国税不服審判所支部の一般官職に対する任命権に関すること。

二国税不服審判所支部の一般官職にある職員の給与法の規定に基づく職務の級、号俸

及び俸給月額の決定に関すること。

三国税不服審判所支部の指定官職及び国税不服審判所支部の一般官職にある職員の給

与及び寒冷地手当の支給に関すること｡

四国税不服審判所支部の一般官職にある職員の退職手当の支給及び国税不H賭判所支

部の指定官職にある職員の死亡の際における退職手当の支給に関すること。

（税務大学校長への委任事項）

第8条税務大学校長に次の事項を委任する。

一税務大学校の一般官職に対する任命権に関すること。
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二税務大学校の一般官職にある職員の給与法の規定に基づく職務の級、号俸及び俸給

月額の決定に関すること。

三税務大学校の指定官職及び税務大学校の一般官職にある職員の給与及び寒冷地手当

の支給に関すること。

四税務大学校の一般官職にある職員の退職手当の支給及び税務大学校の指定官職にあ

る職員の死亡の際における退職手当の支給に関すること。

五税務大学校及び税務大学校地方研修所の一般官職にある職員に対する国家公務員法

第IO3条((私企業からの隔離))第2項の規定に基づく営利企業（役員である地位を除

く｡）の兼業の承認及び同法第104条((他の事業又は事務の関与制限))の規定に基づく

許可に関すること。ただし、行政職H8級以上又は税務職8級以上の職員に対するもの

を除く。

六税務大学校及び税務大学校地方研修所の一般官職にある職員に対する消防団を中核

とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項（公務員の消防団員との兼職

に関する特例）の規定に基づく兼職の認め及び消防団員との兼職に係る職務専念義務

免除の承認に関すること。

（税務大学校地方研修所長への委任事項）

第9条税務大学校地方研修所長（沖縄研修支所長を除く。以下同じ｡）に次の事項を委任

する。

一税務大学校地方研修所の一般官職に対する任命権に関すること。

二税務大学校地方研修所の一般官職にある職員の給与法の規定に基づく職務の級、号

俸及び俸給月額の決定に関すること。

三税務大学校地方研修所の指定官職及び税務大学校地方研修所の一般官職にある職員

の給与及び寒冷地手当の支給に関すること。 ．，

四税務大学校地方研修所の一般官職にある職員の退職手当の支給及び税務大学校地方

研修所の指定官職にある職員の死亡の際における退職手当の支給に関すること。

（国税庁長官の事前承認を要する事項）

第10条国税局長、沖縄国税事務所長、国税不服審判所長、 （東京）国税不服審判所長、

国税不服審判所沖縄事務所長、税務大学校長及び税務大学校地方研修所長は､国税庁長

官が特に指示する場合を除き、次に掲げる事項を実施する場合には、前6条の規定にか‘
かわらず、あらかじめ国税庁長官の承認を得なければならない。

一定員内行（二）等職員、2か月以内の任期を限られた常勤職員及び非常勤職員を除く

職員の採用

二国税庁（附属機関及び地方支分部局を含む。以下同じ｡）以外の官庁に勤務する職員

の国税庁への転入。ただし、定員内行口等職員、2か月以内の任期を限られた常勤職員

及び非常勤職員を除く。

三一般官職にある職員のうち、税務職7級以上の級への昇格

四その他国税庁長官の指定する事項

（委任事項実施の報告） 、ｰ

第11条国税局長、沖縄国税事務所長、国税不服審判所長、 （東京）国税不服審判所長、

国税不服審判所沖縄事務所長、税務大学校長及び税務大学校地方研修所長は、第4条か
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ら第9条までの規定により委任された事項を実施した場合には、別の定めるところによ

り、国税庁長官に報告しなければならない。

（人事院提出文書の本庁経由）

第12条人事院（本院）へ提出する人事関係文書は、すべて国税庁本庁を経由しなければ
ならない。 附 則
1 この規程は、昭和35年1月1日から施行する。
2 国税局長、税務講習所長及び同支所長に任命権等の一部を委任する規程（昭和27年国
税庁訓令特第15号）は、昭和34年12月31日限り廃止する。

3 職員の営利企業への就職承認及び兼業許可の権限の一部を国税局長及び税務大学校長
に委任する訓令（昭和29年国税庁訓令特第22号）は、昭和34年12月31日限り廃止す
る。

附 則(昭和36年国税庁訓令特第13号）
この訓令は、昭和36年6月21日から施行する。
附 則（昭和39年国税庁訓令特第13号）
この訓令は、昭和39年6月18日から施行する。
附 則（昭和40年国税庁訓令特第1号）
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則（昭和40年国税庁訓令特第21号）
この訓令は、昭和40年10月11日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
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(昭和46年国税庁訓令特第4号）
昭和46年4月1日から施行する。
(昭和47年国税庁訓令特第5号）
昭和47年5月15日から施行する。
(昭和48年国税庁訓令特第35号）
昭和48年7月9日から施行する。
(昭和49年国税庁訓令特第11号）
昭和49年7月8日から施行する。
(昭和50年国税庁訓令特第2号）
昭和50年4月1日から施行する。
(昭和50年国税庁訓令特第14号）
昭和50年7月7日から施行する。
(昭和51年国税庁訓令特第13号）
昭和51年7月12日から施行する。
(昭和52年国税庁訓令特第3号）
昭和52年7月11日から施行する。
(昭和53年国税庁訓令特第11号）
昭和53年7月10日から施行する。
(昭和54年国税庁訓令特第8号）
昭和54年7月10日から施行する。
(昭和55年国税庁訓令特第12号）
昭和55年7月10日から施行する。

(昭和56年国税庁訓令特第6号）
昭和56年4月3日から施行する。
(昭和57年国税庁訓令特第16号）
昭和57年7月12日から施行する。

(昭和58年国税庁訓令特第12号）
昭和58年7月12日から施行する。
(昭和59年国税庁訓令特第12号）

昭和59年7月13日から施行する。
(昭和60年国税庁訓令特第13号）
昭和60年7月10日から施行する。
(昭和61年国税庁訓令特第16号）
昭和61年7月10日から施行する。
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附 則（昭和62年国税庁訓令特第9号）
この訓令は、昭和62年7月10日から施行する。
附則（平成元年国税庁訓令特第7号）
この訓令は、平成元年5月29日から施行する。
附 則（平成元年国税庁訓令特第14号）
この訓令は、平成元年7月10日から施行ずる。
附 則（平成3年国税庁訓令特第11号）
この訓令は、平成3年7月10日から施行する。
附 則（平成5年国税庁訓令特第7号）
この訓令は、平成5年7月10日から施行する。
附則(平成6年国税庁訓令特第11号）
この訓令は、平成6年7月10日から施行する。
附 則（平成7年国税庁訓令特第7号）
この訓令は、平成7年7月10日から施行する。
附 則（平成9年国税庁訓令特第6号）
この訓令は、平成9年7月10日から施行する。
附 則（平成10年国税庁訓令特第6号）
この訓令は、平成10年7月10日から施行する。
附 則（平成12年国税庁訓令第14号）
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附 則（平成13年国税庁訓令第28号）
この訓令は、平成13年7月10日から施行する。
附 則（平成14年国税庁訓令第16号）
この訓令は、平成14年7月10日から施行する。

附 則（平成17年国税庁訓令第17号）
この訓令は、平成17年7月10日から施行する。
附 則（平成18年国税庁訓令第1号）
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則（平成18年国税庁訓令第24号）
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則（平成21年国税庁訓令第3号）
この訓令は、平成21年3月16日から施行し、 エ
附 則（平成22年国税庁訓令第20号）
この訓令は、平成22年7月10日から施行する。
附 則（平成23年国税庁訓令第13号）
この訓令は、平成23年7月10日から施行する。
附 則（平成26年国税庁訓令第7号）
との訓令は、平成26年6月16日から施行する。
附 則（平成26年国税庁訓令第18号）
この訓令は、平成26年7月10日から施行する。
附 則（平成28年国税庁訓令第17号）
この訓令は、平成28年7月10日から施行する。
附 則（平成30年国税庁訓令第12号）
この訓令は、平成30年7月10日から施行する。
附 則（令和2年国税庁訓令第16号）
この訓令は、令和2年7月10日から施行する。
附 則（令和3年国税庁訓令第13号）
この訓令は、令和3年7月10日から施行する。
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成20年12月31日から適用する。
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